
富 山 市 水 素 供 給 設 備 整 備 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 燃 料 電 池 自 動 車 に 水 素 を 供 給 す る 設 備 の 整 備 を 促  

進 し 、 も っ て 燃 料 電 池 自 動 車 の 普 及 を 図 る た め 、 富 山 市 補 助 金 等 交 付

規 則 （ 平 成 1 7年 規 則 第 3 6号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） 第 2 4条 の 規 定 に

基 づ き 、 富 山 市 水 素 供 給 設 備 整 備 事 業 費 補 助 金 の 交 付 に 関 し 、 必 要 な

事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号  

に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ）「 燃 料 電 池 自 動 車 」 と は 、 燃 料 電 池 を 搭 載 し 、 水 素 を 燃 料 電 池 の

燃 料 と し て 用 い る 自 動 車 登 録 番 号 標 又 は 車 両 番 号 標 の 交 付 を 受 け た

自 動 車 又 は 特 別 区 ・ 市 町 村 の 条 例 で 付 す べ き 旨 を 定 め ら れ て い る 標 識

を 取 り 付 け て い る 小 型 特 殊 自 動 車 及 び 原 動 機 付 自 転 車 を い う 。  

（ ２ ）「 水 素 供 給 設 備 」 と は 、 燃 料 電 池 自 動 車 等 に 燃 料 と し て 水 素 を 供

給 す る 定 置 式 又 は 移 動 式 の 設 備 を い う 。  

（ ３ ）「 経 済 産 業 省 補 助 金 」 と は 、 一 般 社 団 法 人 次 世 代 自 動 車 振 興 セ ン

タ ー が 行 う 水 素 供 給 設 備 の 設 置 に 要 す る 経 費 の 一 部 を 助 成 す る 水 素

供 給 設 備 整 備 事 業 費 補 助 金（ 燃 料 電 池 自 動 車 用 水 素 供 給 設 備 設 置 補 助

事 業 ） を い う 。  

 

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ３ 条  補 助 の 対 象 と す る 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」 と い う 。） は 、 市 内  

に 水 素 供 給 設 備 を 導 入 す る 事 業 で あ っ て 、 経 済 産 業 省 補 助 金 の 交 付 を

受 け る も の と す る 。  

２  水 素 供 給 設 備 は 、 商 用 を 目 的 と す る も の で あ る こ と 。  

 

（ 補 助 事 業 者 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 （ 以 下 「 補 助 事 業 者 」 と  



い う 。） は 、 次 の 要 件 を 全 て 満 た す 者 と す る 。  

（ １ ） 補 助 事 業 を 実 施 す る 個 人 事 業 者 又 は 法 人 （ 国 、 独 立 行 政 法 人 、  

地 方 公 共 団 体 、 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 は 除 く 。）  

（ ２ ）本 市 が 実 施 す る 燃 料 電 池 自 動 車 及 び 水 素 エ ネ ル ギ ー に 関 す る 普 及  

啓 発 事 業 に 協 力 で き る 者  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 補

助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き な い 。  

（ １ ） 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴

力 団 を い う 。） で あ る 者  

（ ２ ） 代 表 者 又 は 役 員 の う ち の い ず れ か が 暴 力 団 員 （ 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に

規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。） で あ る 者  

（ ３ ） 前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 市 長 が 補 助 を す る の に 適 当 で な い と 認

め た 者  

 

（ 補 助 対 象 経 費 及 び 補 助 率 、 補 助 金 の 交 付 額 ）  

第 ５ 条  補 助 事 業 に 要 す る 経 費 の う ち 、 補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 経 費 は  

経 済 産 業 省 補 助 金 が 補 助 対 象 と す る 経 費 （ 以 下 「 国 補 助 対 象 経 費 」 と

い う 。）及 び そ の 他 の 経 費（ 以 下「 国 補 助 対 象 外 経 費 」と い う 。）と し 、

補 助 率 及 び 交 付 上 限 額 は 、 別 表 １ － １ 、 別 表 １ － ２ の と お り （ 消 費 税

及 び 地 方 消 費 税 は 除 く 。） と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 算 出 し た 補 助 金 の 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が あ る と

き は 、 そ の 端 数 金 額 は 切 り 捨 て る も の と す る 。  

 

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条  補 助 事 業 者 が 、 補 助 金 の 交 付 申 請 を す る 場 合 は 、 経 済 産 業 省 補

助 金 の 交 付 決 定 通 知 を 受 け た 年 度 内 に 、富 山 市 水 素 供 給 設 備 整 備 事 業

費 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 別 表 ２ の 関 係 書 類 を 添 え て 、 市

長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 



（ 補 助 金 の 交 付 の 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 交 付 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、

審 査 の う え 、 そ の 内 容 が 適 当 と 思 わ れ る 場 合 に は 、 補 助 金 の 交 付 決 定

を 行 い 、 富 山 市 水 素 供 給 設 備 整 備 事 業 費 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式

第 ２ 号 ） を も っ て 、 当 該 申 請 者 に そ の 旨 を 通 知 す る 。  

 

（ 事 業 計 画 の 変 更 ）  

第 ８ 条  補 助 事 業 者 は 、規 則 第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 事 業

計 画 書 等 の 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 富 山 市 水 素 供 給 設 備 整 備

事 業 費 補 助 金 計 画 変 更 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） ま た は 、 富 山 市 水 素

供 給 設 備 整 備 事 業 費 補 助 金 計 画 変 更 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に 、 変

更 に 係 る 書 類 を 添 え て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 軽 微 な 変 更 に

つ い て は こ の 限 り で は な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 変 更 を 承 認 し た と き は 、 補 助 金 の 交 付 の

決 定 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 変 更 を 承 認 し た と き は 、 富 山 市 水 素 供

給 設 備 整 備 事 業 費 補 助 金 計 画 変 更 承 認 通 知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） ま た は 、

富 山 市 水 素 供 給 設 備 整 備 事 業 費 補 助 金 計 画 変 更 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式

第 ６ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

 

（ 軽 微 な 変 更 ）  

第 ９ 条  前 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 軽 微 な 変 更 と は 、次 に 掲 げ る

変 更 以 外 の 変 更 と す る 。  

（ １ ） 事 業 計 画 を 著 し く 変 更 す る こ と 。  

（ ２ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め た 場 合 。  

 

（ 事 業 計 画 の 中 止 ）  

第 １ ０ 条  第 ７ 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 の 決 定 通 知 を 受 け た 者 が 、 補

助 事 業 を 中 止 し よ う と す る と き は 、 遅 滞 な く 、 富 山 市 水 素 供 給 設 備 整 備

事 業 費 補 助 金 中 止 届 （ 様 式 第 ７ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 



（ 状 況 報 告 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 補 助 事 業 者 に 対 し 、 必 要 に 応 じ 期 限 を 定 め 補 助 事 業 の

遂 行 の 状 況 報 告 を 求 め 、 又 は 必 要 な 指 示 を す る こ と が で き る 。  

 

（ 実 績 報 告 ）  

第 １ ２ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 終 了 後 す み や か に 、 富 山 市 水 素 供 給

設 備 整 備 事 業 費 補 助 金 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に 別 表 ３ の 関 係 書 類

を 添 え て 、 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。   

 

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、前 条 の 実 績 報 告 を 受 け た と き は 、書 類 審 査 等 を 行 い 、

交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 富 山 市 水 素 供 給 設 備 整 備 事 業 費 補 助

金 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） を も っ て 、 補 助 事 業 者 に 通 知 す る 。  

 

（ 補 助 金 の 支 払 ）  

第 １ ４ 条  前 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 交 付 額 確 定 通 知 を 受 け た と き は 、補

助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ） を 市 長 に 提 出 し 、 補 助 金 の 交 付 請 求

を で き る も の と す る 。  

 

（ 補 助 金 の 経 理 等 ）  

第 １ ５ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 補 助 金 に 係 る 経 費 に つ い て 、 他

の 経 理 と 明 確 に 区 分 し た 帳 簿 を 備 え 、そ の 収 支 状 況 を 明 ら か に し て お

く も の と す る 。  

２  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、前 項 の 帳 簿 及 び 補 助 金 の 経 費 に 係 る 証

拠 書 類 を 取 得 財 産 の 処 分 制 限 が 終 了 し た 日 の 属 す る 会 計 年 度 の 終 了

後 ５ 年 間 保 存 し て お く も の と す る 。  

 

（ 交 付 決 定 の 取 消 し 及 び 返 還 ）  

第 １ ６ 条  市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 交 付 の 決 定

の 全 部 若 し く は 一 部 を 取 り 消 し 、又 は 既 に 交 付 し た 補 助 金 の 全 部 若 し

く は 一 部 の 返 還 を 命 ず る こ と が で き る 。  



（ １ ） 偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 当 該 交 付 の 決 定 を 受 け た と き 。  

（ ２ ） 補 助 事 業 の 中 止 の 申 請 が あ っ た と き 。  

（ ３ ） そ の 他 こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

 

（ 細 則 ）  

第 １ ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定

め る 。  

 

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。   



別 表 １ － １ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

区 分  補 助 対 象 経 費  補 助 率  上 限 額  

国 補 助

対 象 経

費  

１ . 設 備 機 器 費 （  水 素 供 給 設 備 一 式 ）  

補 助 事 業 の 実 施 に 必 要 な 設 備 に 要 す る 経 費  

( 1 )  受 電 設 備  

( 2 )  原 料 ガ ス 設 備  

( 3 )  水 素 製 造 装 置  

( 4 )  液 化 水 素 貯 槽 、 気 化 器  

( 5 )  水 素 輸 送 用 設 備 ・ 接 続 装 置  

( 6 )  圧 縮 機  

( 7 )  蓄 圧 器  

( 8 )  デ ィ ス ペ ン サ ー  

( 9 )  プ レ ク ー ラ ー  

( 1 0 )  冷 却 水 装 置  

( 1 1 )  計 装 空 気 設 備 ・ 窒 素 設 備  

( 1 2 )  散 水 設 備 ・ 貯 水 槽  

( 1 3 )  制 御 装 置 ・ 監 視 装 置 ・ 検 知 警 報 設 備  

( 1 4 )  そ の 他 （ そ の 他 水 素 を 燃 料 と し て  

当 該 自 動 車 に 供 給 す る た め に 必 要  

な 設 備 ）  

２ .  設 計 費  

補 助 事 業 の 実 施 に 必 要 な 設 計 に 要 す る 経 費  

( 1 )  設 計 費 （  土 質 調 査 ・ 測 量 を 含 む ）  

( 2 )  官 公 庁 申 請 費  

３ .  設 備 工 事 費  

補 助 事 業 の 実 施 に 必 要 な 工 事 に 要 す る 経 費  

( 1 )  基 礎 工 事 費  

( 2 )  撤 去 工 事 費  

( 3 )  現 地 配 管 工 事 費  

( 4 )  据 付 工 事 費  

( 5 )  試 運 転 調 整 費  

( 6 )  舗 装 工 事 費  

( 7 )  給 排 水 設 備 工 事 費  

( 8 )  照 明 設 備 工 事 費  

( 9 )  電 気 工 事 費  

４ .  工 事 負 担 金  

補 助 事 業 の 実 施 に 必 要 な 工 事 負 担 に 要 す る 経 費  

( 1 )  本 支 管 工 事 負 担 金  

敷 地 外 に お け る 中 圧 ガ ス 本 支 管 工  

事 に 関 す る 工 事 負 担 金 ( 申 請 者 が ガ  

ス 事 業 者 の 場 合 は 対 象 外 )  

( 2 )  給 水 配 管 ・ 排 水 配 管 工 事 負 担 金  

( 3 )  電 気 の 供 給 設 備 に 関 す る 工 事 費 負  

担 金  

５ .  経 費 ・ 管 理 費  

補 助 事 業 の 実 施 に 必 要 な 仮 設 ・ 現 場 ・ 管 理 に

要 す る 経 費  

( 1 )  共 通 仮 設 費  

( 2 )  現 場 管 理 費  

( 3 )  一 般 管 理 費  

( 4 )  諸 経 費  

国 補 助

対 象 経

費 か ら

経 済 産

業 省 補

助 金 の

交 付 額

を 控 除

し た 額

の ３ 分

の １  

4 0 , 0 0 0

千 円  

  



別 表 １ － ２ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

国 補 助

対 象 外

経 費  

補 助 事 業 の 実 施 に 伴 う 附 帯 工 事 等 に 要
す る 経 費  
 
１ ． 設 備 機 器 費（ 国 補 助 対 象 設 備 以 外 と
の 併 用 ）  

( 1 )  受 電 設 備  

( 2 )  原 料 供 給 設 備  

( 3 )  照 明 設 備  

( 4 )  制 御 ･通 信 機 器 設 備  

 

２ .  設 計 費  

( 1 )  設 計 費  

( 2 )  官 公 庁 申 請 費  

 

３ .  工 事 費  

( 1 )  管 理 棟 の 新 築 工 事  

( 2 )  看 板 設 置 工 事  
( 3 )  法 定 外 の 緑 地 工 事  

( 4 )  水 素 ス テ ー シ ョ ン 用 地 外 の 工 事  
( 5 )  既 設 設 備 移 設 工 事  
( 6 )  既 設 撤 去 工 事  

( 7 )  鉄 筋・コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 等 の 障

壁 及 び 防 火 壁 設 置 工 事  
( 8 )  電 気 工 事 費  

( 9 )  塗 装 工 事 費  
( 1 0 )  キ ャ ノ ピ ー 補 修 等 工 事 費  
 

４ ． 工 事 負 担 金  
 
５ ． 経 費 ・ 管 理 費  

 

６ ． そ の 他 、 市 長 が 認 め る 経 費  

定 額  
6 0 , 0 0 0

千 円  

 

  



別 表 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 申 請 に 必 要 な 添 付 書 類  

１  経 済 産 業 省 補 助 金 の 交 付 申 請 に 係 る 一 切 の 書 類 の 写 し  

２  経 済 産 業 省 補 助 金 の 交 付 決 定 通 知 書 の 写 し  

３  国 補 助 対 象 外 経 費 に 関 す る 下 記 の 書 類  

※ 国 補 助 対 象 経 費 と 書 類 が 重 複 す る 場 合 、 国 補 助 対 象 外 経 費 に 係 る 該

当 箇 所 を 明 示 す る こ と  

( 1 )申 請 す る 施 設 に 係 る 設 備 の 仕 様 書  

( 2 )対 象 設 備 の 計 画 図 面  

( 3 )対 象 設 備 積 算 書  

４  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

別 表 ３ （ 第 １ ２ 条 関 係 ）  

 実 績 報 告 に 必 要 な 添 付 書 類  

１  経 済 産 業 省 補 助 金 の 実 績 報 告 に 係 る 一 切 の 書 類 の 写 し  

２  経 済 産 業 省 補 助 金 の 確 定 通 知 書 の 写 し  

３  国 補 助 対 象 外 経 費 に 関 す る 下 記 の 書 類  

※ 国 補 助 対 象 経 費 と 書 類 が 重 複 す る 場 合 、 国 補 助 対 象 外 経 費 に 係 る

該 当 箇 所 を 明 示 す る こ と  

( 1 )請 求 書 及 び 明 細 書 の 写 し  

( 2 )領 収 書 又 は 金 融 機 関 発 行 の 振 込 証 の 写 し  

( 3 )補 助 対 象 設 備 ・ 取 得 財 産 等 の 明 細 書  

( 4 )取 得 し た 設 備 等 の 写 真  

( 5 )完 成 図 書  

( 6 )工 程 表  

４  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 


